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｢在台日本企業の事業活動に関するアンケート調査｣結果概要

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

I．実施概要

本アンケートは 2002年 5月にジャパンデスクが在

台日本企業の事業活動の実態把握を目的として、在

台日本企業 833社に対してアンケート用紙を郵送す

る形式にて実施し、188社の日本企業よりご回答い

ただいたものである（回収率 22.6%）。回答企業のう

ち製造業が 155社、非製造業が 33社であり、回答

企業の業種別内訳では、化学が 29社（15.4％）、次

いで商業の 20社 (10.6％)、電子部品・デバイスの

19社（10.1％）の順となっている。本号ではこのア

ンケート結果の概要を紹介する。

尚、業務ご多忙の中、アンケートのご回答にご協力

いただきました日本企業の皆様にこの場を借りて心

より御礼申し上げます。（回答企業の業種内訳は後述）

II．アンケート結果概要

１.在台日本企業の業務内容は生産、販売・マーケティ

ングから研究開発・企画・設計まで幅広い

在台日本企業の業務内容は ｢マーケティング・販売｣

業務を行うとする企業が80.9%と最も多く、次いで｢生

産｣ の 77.1%となっている。この他、｢部材調達｣ が

68.1%、｢研究開発・商品企画・設計業務｣が 61.7%、

｢アフターサービス｣が 59.6%とそれぞれなっている。

在台日本企業の役割は生産・販売機能に留まらず、マー

ケテイングや商品企画や研究開発など本社機能をも

擁することがその特徴といえよう。

２．在台日本企業の業績は過半数が概ね順調

昨年、台湾の景気は世界的な IT不況の煽りを受けた

ことなどから、通年ベースでは 26年ぶりのマイナス

成長に落ち込んだが、今回のアンケート結果（現在

の業況に関する設問）からは、在台日本企業の業況

に関して悲観的な回答は僅かであり、半数以上が業

況は概ね良好であるとしている。現在の経営状況の

設問に関して、｢売上利益共に順調である｣ との回答

企業が 20社（11.0%）となり、｢まずまず満足できる

状況である｣とする回答企業が 75社（41.2%）となっ

ており、双方合わせて 95社（52.2%）の企業が順調

もしくは概ね順調であると回答している。

＜1.業務内容（複数回答可）＞

業務内容

研究開発･商品企画・設計

生産

部材調達

マーケティング・販売

アフターサービス

その他（連絡事務所等）

回答数

116

145

128

152

112

89

1�

2

3

4

5

6

構成比

61.7%

77.1%

68.1%

80.9%

59.6%

47.3%
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｢在台日本企業の事業活動に関するアンケート調査｣結果概要

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

３ . 在台日本企業はアジア地域のハブ機能としての位

置付けを強化・多様化させ、とりわけ中国拠点と

の関係は従来以上に緊密化

アジア拠点に対して、台湾拠点より様々な業務支援

を行うことは従来より行われてきているが、とりわ

け中国拠点に対する支援度合いは、中国・香港・台

湾の所謂グレーターチャイナの経済面での一体化が

進む中、中台のWTO加盟実現も追い風となり、そ

の緊密度は一層高まる傾向にあることが今回の調査

結果からも読み取れる。中国に拠点がある在台日本

企業のうち、台湾拠点より中国拠点への支援を行っ

ているとする企業は約 7割に達し、最も多く、次い

で香港の 55.2%となっている。中国拠点への業務支

援の内容は多岐にわたり、中でも営業支援の割合が

最も高く 6割近い回答比率となっており、この他部

材調達、生産指導、マーケテイング、技術指導の各

業務についても 3～ 4割の企業が支援を行っている

としている。また、開発設計の支援も 12.7%に達し

ているが、このことは、日系企業の中国拠点が単な

る生産・販売機能だけでなく、開発設計機能をも持

つようになってきていることを示しているといえる。

（開発設計業務の支援割合は、他のアジア拠点につい

てはいずれも 10%未満に留まる。）

この他、東アジアの各拠点への業務支援についても

シンガポールが 45.6%、マレ－シア 43.1%、フィリ

ピン 39.5%、インドネシア 37.5%など、東アジア諸

国の拠点に対しても 3割から 4割の企業が業務支援

を行っており、日本企業にとって台湾拠点がアジア

オペレーションのハブとしての位置付けにあること

を確認することが出来る。

＜日本企業の台湾拠点から他のアジア拠点への支援割合（製造業）＞

＜2.現在の台湾拠点の経営状況＞

現在の経営状況

売上利益ともに順調である

売上利益ともにまずまず満足できる状況である

売上利益は予想以下であるが深刻な状況ではない

売上利益ともに深刻な状況にある

合 計

回答数

20

75

71

16

182

1�

2

3

4

構成比

11.0%

41.2%

39.0%

8.8%

100.0%

在中国日本企業
65.1%

営業支援・部材調達・技術指導・
生産指導・マーケティング

営業支援・部材調達・
マーケティング

営業支援・部材調達・
マーケティング

在香港日本企業
55.2%

日本企業本社

在東アジア日本企業

在台日本企業

●シンガポール（45.6%）　●マレーシア(43.1％) 
●フィリピン(39.5%)　●インドネシア(37.5%)
●タイ（37.0%）　●ベトナム(36.8%)　●韓国（22.9%）
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｢在台日本企業の事業活動に関するアンケート調査｣結果概要

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

４．中国拠点は上海市、広東省の二地域に集中、業務

支援は台湾人スタッフが中心

在台日本企業のうち 7割近い企業が同一企業（グルー

プ企業を含む）の中国拠点があるとしており、進出

地域では上海市・広東省の二地域に集中しており、

同地域に拠点があるとする回答は両地域共に 6割近

い回答比率となっている。また中国拠点への支援業

務は約 7割の企業が台湾人スタッフが中心になって

行うとしているが、その理由としては①言語や思考

の共通性のほか、②中国へ進出した台湾企業を支援

する為台湾人のほうがスムーズ、③台湾人材のレベ

ルが高いこと、④そもそも台湾拠点の業務自体が台

湾人主体で進められていること、などが挙げられて

いる。

＜4． 中国拠点の有無、及び当該拠点に対する台湾拠点からの業務支援の有無＞

地点

北京市

天津市

上海市

江蘇省（昆山･無錫）

福建省（福州･廈門）

広東省（東莞･広州）

四川省（成都･重慶）

その他

拠点有

51

26

87

26

23

59

18

26

1�

2

3

4

5

6

7

8

構成比

21.6%

26.9%

57.5%

30.8%

39.1%

62.7%

5.6%

26.9%

11

7

50

8

9

37

1

7

＜3.アジアの各拠点に対する業務支援（製造業）の内訳＞

※� 表示は40%以上

45.6%

37.0%

43.1%

39.5%

37.5%

36.8%

22.9%

55.2%

65.1%

3.8%

7.4%

4.5%

6.7%

5.6%

0%

9.1%

3.1%

12.7%

7.7%

11.1%

9.1%

26.7%

11.1%

57.1%

0%

3.1%

35.2%

15.4%

7.4%

13.6%

20.0%

27.8%

42.9 %

9.1%

12.5%

43.7%

61.5%

25.9%

27.3%

33.3%

22.2%

14.3%

45.5%

28.1%

40.8%

30.8%

59.3%

36.4%

66.7%

61.1%

57.1%

45.5%

37.5%

46.5%

53.8%

40.7%

45.5%

40.0%

33.3%

42.9%

18.2%

59.4%

59.2%

支援有り a. 開発設計 b. 生産指導 c. 技術指導 d. マーケティングﾞ e. 部材調達 f. 営業支援

1. シンガポール

2. タイ

3. マレーシア

4. フィリピン

5. インドネシア

6. ベトナム

7. 韓国

8. 香港

9. 中国

うち台湾拠点より支援有
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｢在台日本企業の事業活動に関するアンケート調査｣結果概要

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

5. 台湾拠点からの中国拠点への業務支援の重要性は

今後益々高まる方向にある

今後の中国に対する業務支援の見通しに関しては、

全体の 6割以上にあたる 76社が、｢重要性は今後高

まる｣ と回答しており、中台経済の一体化が加速化

する中、中華圏ビジネスにおける台湾拠点の重要度

が今後より高まるものと読み取れる。一方、中国拠

点への業務支援の ｢重要性が低下する｣との回答はわ

ずか 10社 (8.0%)に留まっている。

＜5.今後の中国拠点に対する支援業務の見込み＞

今後の業務支援の見込み

台湾拠点からの支援業務の重要性は、今後高まる

台湾拠点からの支援業務の重要性は、今と変わらない

台湾拠点からの支援業務の重要性は、今後低下する

合　計

回答数

76

39

10

125

1�

2

3

構成比

60.8%

31.2%

8.0%

100.0%

＜6．アンケート回答企業業種内訳＞

製造業

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

回答数 対製造業の構成比 対全体の構成比

食料品

繊維

パルプ・紙

化学

ゴム

窯業・土石製品

鉄鋼

金属製品

一般機器

電気機器

電子デバイス

輸送用機器

精密機器

その他

計

3

3

0

29

3

7

3

13

16

15

19

18

7

19

155

1.9%

1.9%

0%

18.7%

1.9%

4.5%

1.9%

8.4%

10.3%

9.7%

12.3%

11.6%

4.5%

12.3%

100.0

1.6%

1.6%

0%

15.4%

1.6%

3.7%

1.6%

6.9%

8.5%

7.8%

10.1%

9.7%

3.7%

10.1%

82.4%

非製造業

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

回答数 対製造業の構成比 対全体の構成比

建設

運輸

通信

商業

金融・保険

不動産

情報サービス

その他サービス

計

1

4

0

20

2

1

2

3

33

3.0％

12.1%

0%

60.6%

6.0%

3.0％

6.0%

9.1%

100.0

0.5%

2.1%

0%

10.6%

1.0%

0.5%

1.0%

1.6%

17.6%



台湾進出ガイド
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台湾領内で本来の営業活動は行わないが、資産の購

入や連絡業務等の補助的活動のみを行う場合には、

法人税が課されず、かつ設置手続の簡単な駐在員事

務所を開設することになる。一方、ホテルやアパー

トに駐在員が長期間滞在して、連絡業務や情報の収

集活動を行っている場合には、単に連絡事務所と呼

ばれている。駐在員事務所は代表者を正式に経済部

に登録した場合の連絡事務所であり、その他の連絡

事務所は税務署への登録のみが必要となる。駐在員

事務所は台湾で本店の為に法律行為（営業行為では

ない）を行う事ができるが、連絡事務所は台湾で法

律行為を行うことができない。

(1) 駐在員事務所として行える活動

本店のための資産の購入、市場調査、連絡等の補助

的な業務

(2) 駐在員事務所として行うことができない活動

・本来の営業に直接結び付く契約書へのサイン、信

用状（L/C）の開設及び受領

・法人の本来の営業・事業行為となる業務

(3) 業務内容が駐在員事務所の活動として許容されるか 

　 否かの判断

台湾での業務内容が駐在員事務所の活動の範囲内で

あるか否かや、本店が台湾領内の業者と取引がある

場合の課税関係については予め会計事務所に相談す

ることが望ましい。

(4) 駐在員事務所の開設手続

駐在員事務所を開設するためには、①申請書 (法人

の名称及び本店所在地、法人の事業種目及び台湾で

行う活動の内容、会社の設立年月日、資本金額及び

発行済株式数、駐在員事務所の所在地、台湾におけ

る代表者の氏名、国籍及び住所を記載 )、②会社登記

簿謄本、③台湾における代表者が日本人の場合は居

所を証明する書類、④台湾における代表者に対する

委任状を経済部商業司に提出する必要がある。

※駐在員事務所の開設は、申請書を提出してから 10

日から 15日で許可される。

※開設手続きについては、通常、当地の会計事務所

が代行して行なっている。

駐在員事務所の開設手続
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(5)その他の留意事項

駐在員事務所は商業登記上営業登記は不要

駐在員事務所としての制限された活動範囲を超えない限り、台湾では駐在員事務所に対して法人税
の課税はなされない。

駐在員事務所は、台湾では本来の経営・事業活動を行ってはならないので、収入が発生することは
ないが、経費は発生するため、日本の本社との関係でその記録は必要となる。又、法令上も、簡単
な帳簿の備置が必要である。

前述のように駐在員事務は、事業活動が出来ないため営利事業の認可も不要である。駐在員事務所
は営業税法上、統一発票の発行も営業税の申告も不要であり、個人消費者と同様に営業税の最終負
担者となる。

駐在員事務所には、労働基準法は適用されないが、従業員との雇用契約の内容は、労働基準法に準
じた内容とすることが将来のトラブルを防止する上で好ましい。

全民健康保険や労工保険は、従業員の福祉を目的としている趣旨から 5人未満であっても加入できる。

特別案件として申請し、取得することになるが、現況では取得は困難である。このため、台湾にある
関連会社等が招聘する形式を取っているのが実情である。

寄稿：KPMG安侯建業會計師事務所
公認会計士 水谷和徳
TEL：886-2-2715-9999
FAX：886-2-2715-9888
Eメール：kmizutani@kpmg.com.tw

登 記

法 人 税

法定帳簿

営 業 税

労働基準法

保 険

居留ビザ



製造業全体の付加価値向上が
台湾経済の足腰を強める

日本企業から見た台湾
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産経新聞社･日本工業新聞社
台北支局

矢島誠司支局長

◆1998年以前は日本の新聞社で唯一の�
   台北支局
台北支局に赴任したのは 1999年 7月です。台湾赴任

前は東京で編集局次長と経済部長を兼任しており、

その前には外信部長を務めていました。当社が台湾

に支局を開設したのは 1970年代半ばです。一方、産

経新聞グループの経済専門紙である日本工業新聞社

は 1980年代後半に台北支局を開設しました。当時は

産経新聞社と日本工業新聞社が同じオフィスにそれ

ぞれ支局長を置いていましたが、1990年代半ば以降、

産経新聞社の台北支局長が日本工業新聞社の台北支

局長を兼任することになりました。1998年 9月に産

経新聞が北京に復帰し、台北と北京の両方に取材拠

点を置くことになった結果、同年秋以降、日本の新聞･

テレビ等の主要報道機関各社が相次いで台湾に支局

を開設することとなりました。これにより以前と比べ、

日本における台湾に関する情報は、量･質双方の面

で大幅に向上したと感じております。産経新聞社･

日本工業新聞社としても、長く台湾報道に携わって

きた伝統を生かし、これからも豊富かつタイムリー

な台湾情報を発信していきたいと考えております。

◆昨年のマイナス成長、背景に中国への生産  
    拠点シフトも
昨年、台湾経済は年間ベースで戦後初めてのマイナ

ス成長 (-1.91%)となりましたが、今年は第一･四半

期で僅かながらプラス成長に転じ (+0.52%)、景気は

若干持ち直しているといえます。マイナス成長は世

界的な IT不況の波を受けた面が大きいものの、台湾

企業の中国への生産拠点シフトの影響を受けたと指

摘する専門家も少なくありません。企業が生産活動

を中国に移せば、台湾のGDPはそれだけ減り、中国

の GDPがその分増えるからです。現在、台湾の IT

産業はすでに中国での生産高が台湾での生産高を上回っ

ており、今年の 1-3月期では、中国での生産比率が

49.4%であるのに対し、台湾国内での生産比率は

38.4%にとどまっています。台湾の失業率は一昨年

の 2.99%から昨年の平均 4.59%と大幅に上昇してい

ますが、これも中国への生産拠点シフトに少なから

ず影響されていると考えられます。昨今、台湾の経

済シンポジウムなどでは、台湾企業が中国大陸にど

んどん吸い寄せられていく様子を表現した ｢ブラッ

クホール効果｣ あるいは ｢磁場効果｣ という言葉がよ

く使われますが、これは中国への生産拠点シフトに

より経済の面から中国に取り込まれてしまうという

台湾の危機感を表すものといえます。

1972年の日中国交正常化以降、日本のマスコミ各社の中国･台

湾における支局開設は、中国か台湾の二者択一の状況が続き、産

経新聞社を除いては1998年まで台湾に支局を設置する日本の

報道機関はなく、日本での台湾に関する報道も中台間の政治問

題を除いては、限定的なものにとどまっていた。このような状況

下で、産経新聞社は1970年代から日本の新聞社として唯一台

湾に支局を置き、長く台湾報道に携わってきた。今回は産経新聞

社･日本工業新聞社台北支局の矢島誠司支局長に、台湾経済の近

況や中台関係･日台関係の展望などについてお話を伺った。
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◆安全保障の要請に制約される中台経済関係
陳水扁政権は昨年、慎重な対中投資を基本とした従

来の ｢戒急用忍｣ (急がず忍耐強く )政策を見直し、

適切な管理を前提に大陸投資を積極的に認めていく

という ｢積極開放、有効管理｣政策に転じ、今年 3月

には 8インチ半導体ウェハー工場の中国進出を開放

する政策を打ち出しています。ただ実際には、半導

体の対中投資の許可件数を 2005年までの 3年間に 3

工場以内にとどめるとしており、開放は限定的であり、

高度技術移転に伴う経済的･軍事的リスクを考慮する

立場から、台湾の対中投資規制は依然として維持さ

れています。中台双方が経済面では相互依存を深め

ていますが、政治面では依然として対立状況にある

ことを考えると、このような規制は経済的･軍事的な

安全対策としてやむを得ないものだと思います。三

通問題に関しても、今年 1月、　　　･中国副首相が、

それまで対話を拒否してきた台湾の与党、民主進歩

党党員の訪中を ｢歓迎する｣ と初めて発言して以来、

中国側は一連の柔軟姿勢を打ち出していますが、基

本的に ｢三通｣問題を中国の国内問題とする基本的姿

勢を変えていません。つまり中台の経済関係は資本･

企業の論理により急速に一体化している半面、安全

保障の要請から依然として制約を受けており、｢三通｣

問題に関しても近い将来に完全な自由化を実現する

のは困難でしょう。

◆伝統産業も付加価値の向上により競争力
強化は可能

台湾企業の大陸への生産拠点シフトの問題は、伝統

産業においてはかなり早い時期から進んでおり特に

顕著ですが、私は伝統産業の競争力強化が台湾経済

にとって重要な課題であると考えます。特に、昨年

の台湾経済は世界的な IT不況から大きな打撃を受け

ましたが、この背景にはハイテク産業に過度に依存

する台湾経済の構造的欠陥があると考えるからです。

一般に、伝統産業は労働集約的であるため、廉価な

労働力が豊富な中国には太刀打ちできないと考えら

れがちですが、伝統産業であっても付加価値の向上

により競争力強化することは可能です。例えば、最

近 ｢三勝製帽｣という台湾の有名な帽子メーカーを取

材しましたが、台湾の製帽業はデザインや機能性を

重視した高付加価値の帽子を生産することにより、

現在でもこの分野で高い輸出競争力を維持している

とのことです。今年5月に行政院により発表された｢挑

戦 2008―国家発展重点計画｣ においても ｢伝統産業

の高付加価値化｣が謳われていますが、ハイテク分野

を強化するだけでなく、伝統産業を含む製造業全体

の付加価値を高めていくことが、台湾経済全体の足

腰を強化するために不可欠でしょう。その他、台湾

を各国企業の国際的なオペレーション･センターとし

ていくためのインフラ (交通、通信、金融などの経済

基盤 )整備、観光業などのサービス部門の強化も、台

湾経済の今後の発展にとって重要なポイントになり

ます。また台湾企業のトップ (老板：ラオパン )達の

旺盛･迅速な起業･創業精神 (私はラオパニズムと命

名していますが )も台湾経済の屋台骨を支えるものと

いえます。

◆日本人技術者の台湾企業での活躍に期待
中国への生産拠点シフトに伴う産業空洞化や失業の問

題への対応策として、現在、台湾の政府は外国投資の

導入よる産業構造の高度化を模索していますが、この

意味で、台湾に進出している日系企業が果たしている

役割は重要であると考えます。日本企業と台湾企業の

研究開発分野等での協力体制の構築も、今後ますます

増加していくのではないでしょうか。その他、定年や

リストラなど日本において活躍の場所を失った技術者

を台湾企業に招聘するという、日台間の技術人材の交

流にも注目しています。多くの台湾企業が高度な技術

を持つ日本人技術者を必要としていますが、日本にも

第二のキャリアとして海外での仕事を希望する技術者

は少なくないはずです。最近、中国企業で活躍する日

本人技術者の様子などがマスコミで取り上げられたり

していますが、待遇面や台湾の親日的な風土を考える

と、台湾企業の方が日本人技術者にとってはるかに働

きやすい環境ではないでしょうか。最近もある台湾企

業から、日本人技術者を招聘するための広告を掲載で

きないかというご相談をうけましたが、日本のマスメ

ディアとしてこのような日台間の技術人材の交流に何

かお役に立てればと考えております。




